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気 象 警 報 発 表 時 の 対 応 に つ い て【５月改訂版】 

 
 気象庁が出す気象警報・注意報が、令和８年５月より、名称が変更になりました。 
これにより、上富田町にレベル３「氾濫警報」「大雨警報」「土砂災害警報」または「暴風警報」「暴風雪警報」
が発表されているときは、下記により対応をしてください。 
 ただし、テレビ等では田辺西牟婁の一部の市町で警報が発表されると、「警報発表」が字幕等で流れます。し
たがって、上富田町で警報が発表されていなくても、田辺西牟婁で警報発表の報道がされることがありますので
ご留意ください。 

 上富田町で気象警報が発表された場合は町の放送で流れます。また、テレビのデジタルデータ放送や携帯電話
等でも確認することができます。 

  

１ レベル３「氾濫警報」「大雨警報」「土砂災害警報」または「暴風警報」「暴風雪警報」が上富田町に発
表された場合 

   午前７時の時点でレベル３「氾濫警報」「大雨警報」「土砂災害警報」または「暴風警報」「暴風雪
警報」が発表されている場合は自宅待機すること。なお、「津波警報」や「波浪警報」は含みません。 

※自宅待機であって臨時休業ではありません。 

  ② 午前７時以降であっても生徒が自宅を出る前に警報が発表された場合もそのまま自宅待機とします。 

  ③ 警報が解除された場合でも、学校からの指示があってから登校すること。 

したがって、むやみに自宅を離れないこと。  

  ④ 午前１１時３０分の時点でも警報が解除されない時には、「臨時休業」とします。 

    ・午前８時までに上記の警報が解除された場合は、３限目より授業を行います。（１５分前から学活
を実施・弁当持参） 

    ・午前９時までに上記の警報が解除された場合は、４限目より授業を行います。（１５分前から学活
を実施・弁当持参） 

    ・午前１１時３０分までに上記の警報が解除された場合は、５限目より授業を行います。（１５分前
から学活を実施） 

  ⑤ 警報発表時の学校の対応は連絡メールにてお伝えいたしますのでご注意ください。なお、場合によっ
ては電話連絡をいたします。 

２ 安全に関する自己判断について 

  警報が出ていなくても、気象状況や場所によっては通学が危険と思われる場合があります。そのような時
は保護者の判断に従うこと。また、自宅待機することを学校に連絡すること。 

３ 登校後に発表された場合について 

  ① 状況を見ながら、「学校待機」「生徒による帰宅」または「保護者への引き渡し」を検討します。 

  ② 帰宅させる場合は、安全を確認の上、帰宅させます。保護者連絡は連絡メール等でいたします。 

４ 警報発表時の給食実施について 

  午前７時の時点でレベル３「氾濫警報」「大雨警報」「土砂災害警報」または「暴風警報」「暴風雪警報」
が発表されている場合は、給食は実施いたしません。警報が解除され登校する時に弁当が必要になること
もありますので、御家庭で弁当を用意して自宅待機してください。 

 
 ※レベル３「氾濫警報」「大雨警報」「土砂災害警報」または「暴風警報」「暴風雪警報」の場合、学校行事も
延期とします。 
 

気象情報について 
①携帯電話等から http://www.jma.go.jp/jp/bosaijoho/m/kishojoho/ で       ① 

確認することも可能です。（右のＱＲコード①からURLが読み込めます。） 
 
 
 
②「防災わかやまメール配信サービス」により携帯電話にメールで情報を ② 

受け取ることも可能です。（携帯電話から regist@bousai.pref.wakayama.lg.jp 
あてに空メールを送信し登録します） 

（右のＱＲコード②からURLが読み込めます。）  


